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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を撮像し、画像データを出力する撮像部と、
　撮像装置自身に加えられた加速度を検知する加速度検知部と、
　検知された上記加速度に基づいて上記撮像装置自身の軌跡を判定し、当該軌跡に基づい
て音波のパターンを変更する音波発信制御部と、
　上記音波発信制御部によって変更された上記音波のパターンに応じた信号を生成し、当
該生成した信号に基づいた音波を外部へ発信する音波発信部と、
　を具備し、
　上記音波のパターンは、他の撮像装置へ送信された際、上記軌跡に基づいた情報を伝達
するための画像を生成し、上記他の撮像装置内の表示部に表示されている被写体像に、当
該生成した画像を合成表示することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　上記音波発信制御部は、上記加速度に基づいて、シェイク動作か否かを判定し、当該シ
ェイク動作と判定された場合に当該シェイク動作の速さに応じて上記他の撮像装置へ送信
するための音波のパターンを変更することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　文字のパターンを解析するための文字パターン情報を記憶する記憶部を更に有し、
　上記音波発信制御部は、上記撮像装置自身の軌跡が上記文字パターン情報に対応してい
る場合に、当該判定された文字パターン情報に応じた音波のパターンに変更することを特
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徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　操作部材を有し、
　上記音波発信制御部は、上記操作部材が操作されていない場合には、上記文字パターン
情報の軌跡に対応しない部分の軌跡を構成しないようにしたことを特徴とする請求項３に
記載の撮像装置。
【請求項５】
　上記音波発信制御部は、上記撮像装置自身を光軸方向に動かされたことを上記加速度検
知部によって検出された際、上記撮像装置自身によって１文字分の軌跡を描くのを終了し
たことを上記他の撮像装置に伝達することを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　上記画像データに基づいて被写体像を表示する表示部と、
　音波を受信し、音波信号に変換する音波受信部と、
　上記音波受信部によって変換された上記音波信号を解析して上記被写体像と合成するた
めの表示画像を生成し、上記表示部に表示されている被写体像に上記表示画像を合成表示
する表示制御部と、
　を更に有することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項７】
　上記表示制御部は、上記加速度検知部によって検知された上記加速度に基づいてタップ
操作がなされたか否かを判定し、タップ操作されたと判定された場合には、上記被写体像
に合成された画像を拡大することを特徴とする請求項６に記載の撮像装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関し、詳しくは、水中で意思疎通を図るための情報交換を容易に
できるようにした撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カメラなどの撮像装置は、防水機能を向上させ、水中に落としても故障しないよ
うに防水機能を施した機種も市販されている。また、水中での利用を可能とした水中カメ
ラも種々提案されている。水中では陸上とは異なる風景が広がり、ユーザの楽しみが増え
ている。
【０００３】
　ただし、水中ダイビングは、水圧や酸素等の諸問題により、撮影者が被写体に集中して
いると、危険に気付かないおそれもある。また、水中での滞在時間が長くなると、呼吸の
問題以外にも、潜水病等、水圧による様々なダメージを受けるおそれもある。そこで、水
中ダイビングの際には、他のダイバーやインストラクター等との間で音波による水中通信
装置が種々提案されている。例えば、特許文献１には、相手機までの距離を検出し、この
距離に応じて送信出力を制御するようにした通信装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２７２９８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　音波を利用することにより、水中でも効率よく通信を行うことができる。しかし、上述
の特許文献１に開示の通信装置では、送信した情報を音声に変換しているので、分かりや
すく情報を伝えることができなかった。特に、水中撮影を行っている際に、被写体に集中
していると、情報伝達があったことを見落とすおそれもあった。
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【０００６】
　本発明は、このような事情を鑑みてなされたものであり、水中で撮影者が被写体に集中
していても、簡単に分かりやすく情報伝達を行うことが可能な撮像装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため第１の発明に係わる撮像装置は、被写体像を撮像し、画像デー
タを出力する撮像部と、撮像装置自身に加えられた加速度を検知する加速度検知部と、検
知された上記加速度に基づいて上記撮像装置自身の軌跡を判定し、当該軌跡に基づいて音
波のパターンを変更する音波発信制御部と、上記音波発信制御部によって変更された上記
音波のパターンに応じた信号を生成し、当該生成した信号に基づいた音波を外部へ発信す
る音波発信部と、を具備し、上記音波のパターンは、他の撮像装置へ送信された際、上記
軌跡に基づいた情報を伝達するための画像を生成し、上記他の撮像装置内の表示部に表示
されている被写体像に、当該生成した画像を合成表示する。
【０００８】
　第２の発明に係わる撮像装置は、上記第１の発明において、上記音波発信制御部は、上
記加速度に基づいて、シェイク動作か否かを判定し、当該シェイク動作と判定された場合
に当該シェイク動作の速さに応じて上記他の撮像装置へ送信するための音波のパターンを
変更する。
【０００９】
　第３の発明に係わる撮像装置は、上記第１の発明において、文字のパターンを解析する
ための文字パターン情報を記憶する記憶部を更に有し、上記音波発信制御部は、上記撮像
装置自身の軌跡が上記文字パターン情報に対応している場合に、当該判定された文字パタ
ーン情報に応じた音波のパターンに変更する。
　第４の発明に係わる撮像装置は、上記第３の発明において、操作部材を有し、上記音波
発信制御部は、上記操作部材が操作されていない場合には、上記文字パターン情報の軌跡
に対応しない部分の軌跡を構成しないようにした。
【００１０】
　第５の発明に係わる撮像装置は、上記第４の発明において、上記音波発信制御部は、上
記撮像装置自身を光軸方向に動かされたことを上記加速度検知部によって検出された際、
上記撮像装置自身によって１文字分の軌跡を描くのを終了したことを上記他の撮像装置に
伝達する。
【００１１】
　第６の発明に係わる撮像装置は、上記第１の発明において、上記画像データに基づいて
被写体像を表示する表示部と、音波を受信し、音波信号に変換する音波受信部と、上記音
波受信部によって変換された上記音波信号を解析して上記被写体像と合成するための表示
画像を生成し、上記表示部に表示されている被写体像に上記表示画像を合成表示する表示
制御部と、を更に有する。
【００１２】
　第７の発明に係わる撮像装置は、上記第６の発明において、上記表示制御部は、上記加
速度検知部によって検知された上記加速度に基づいてタップ操作がなされたか否かを判定
し、タップ操作されたと判定された場合には、上記被写体像に合成された画像を拡大する
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、水中で撮影者が被写体に集中していても、簡単に分かりやすく情報伝
達を行うことが可能な撮像装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施形態に係わるカメラの主として電気的構成を示すブロック図で
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ある。
【図２】本発明の第１実施形態に係わるカメラの加速度検知部の構造と動作を示す図であ
り、（ａ）は加速度センサの構造を示す透視斜視図であり、（ｂ）（ｃ）は加速度センサ
の信号出力を示すグラフであり、（ｄ）はカメラ内における加速度センサの配置を示して
おりカメラ正面側から見た透視斜視図であり、（ｅ）はカメラを正面側から見た斜視図で
ある。
【図３】本発明の第１実施形態に係わるカメラの使用状態を示し、（ａ）は２台のカメラ
を水中で使用している様子を示し、（ｂ）～（ｄ）はカメラの表示部の表示状態を示す図
である。
【図４】本発明の第１実施形態に係わるカメラのカメラ制御の動作を示すフローチャート
である。
【図５】本発明の第２実施形態に係わるカメラの使用状態を示し、（ａ）は２台のカメラ
を水中で使用している様子を示し、（ｂ）はカメラの表示部の表示状態を示す図であり、
（ｃ）および（ｄ）は使用時におけるカメラの把持状態を示す図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係わるカメラのカメラ制御の動作を示すフローチャート
である。
【図７】本発明の第２実施形態に係わるカメラの文字発信の動作を示すフローチャートで
ある。
【図８】本発明の第３実施形態に係わるカメラの主として電気的構成を示すブロック図で
ある。
【図９】本発明の第3実施形態に係わるカメラと、このカメラを収納する防水プロテクタ
を示し、（ａ）は外観斜視図であり、（ｂ）は防水プロテクタにカメラを収納した状態に
おける断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面に従って本発明を適用したカメラを用いて好ましい実施形態について説明す
る。本発明の好ましい実施形態に係わるカメラは、デジタルカメラであり、撮像部を有し
、この撮像部によって被写体像を画像データに変換し、この変換された画像データに基づ
いて、被写体像を本体の背面に配置した表示部にライブビュー表示する。撮影者はライブ
ビュー表示を観察することにより、構図やシャッタチャンスを決定する。レリーズ操作時
には、画像データが記録媒体に記録される。記録媒体に記録された画像データは、再生モ
ードを選択すると、表示部に再生表示することができる。
【００１６】
　図１に示すブロック図を用いて、本発明の第１実施形態に係わるカメラ１０の構成につ
いて説明する。図１においては、２台のカメラ１０が示されているが、両者とも同一の構
成である。カメラ１０は、画像処理及び制御部１、撮像部２、ストロボ３、記録部４、水
圧検知部５、スイッチ部６、加速度検知部７、表示部８、時計部９、音波発信部１１、音
波受信部１２等から構成される。
【００１７】
　撮像部２は、撮影レンズ２ａ（図２（ｅ）参照）、シャッタ等の露出制御部、撮像素子
、この撮像素子の駆動及び読出回路等を含み、撮影レンズ２ａによって形成された被写体
像を撮像素子によって画像データに変換し、これを出力する。なお、本明細書においては
、画像データは、撮像素子から出力される画像信号に限らず、画像処理及び制御部１によ
って処理された画像データ、および記録部４に記録されている画像データ等についても使
用する。
【００１８】
　画像処理及び制御部１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit：中央処理装置）および
その周辺のハードウエア回路によって構成され、不図示のフラッシュＲＯＭ等の記憶部に
記憶されているプログラムに従ってカメラ１０の全体のシーケンスを制御する。画像処理
及び制御部１は、表示制御部１ａ、音波発信制御部１ｂを含む。
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【００１９】
　表示制御部１ａは、撮像部２からの出力される画像データに基づいて被写体像を表示部
８に、ライブビュー表示を行ったり、また、記録部４に記録されている画像データを読み
出し、再生画像の表示を制御する。また、表示制御部１ａは、音波受信部１２によって受
信され音波のパターン等を解析し、この解析結果に基づいて、表示部８に表示を行う。表
示にあたっては、ライブビュー表示用の被写体像に、解析結果に基づく画像を合成して表
示する。さらに、表示制御部１ａは、加速度検知部７によって検出された加速度に基づい
て、タップ操作がなされたことを判定した場合には、音波の解析に基づく画像を拡大して
表示する。
【００２０】
　音波発信制御部１ｂは、加速度検知部７によって検知された加速度に基づいて、カメラ
１０に印加された動きに応じて、音波発信部１１から発信する音波のパターンを変更する
。また、画像処理及び制御部１は、撮像部２から入力した画像データの画像処理、例えば
、ホワイトバランス、色補正、ライブビュー表示用画像生成、動画画像生成、画像圧縮・
画像伸張等の種々の画像処理を行なう。
【００２１】
　記録部４は、カメラ本体に脱着自在な記録媒体、若しくは内蔵の記録媒体から構成され
る。記録部４には、撮像部２から出力され、画像処理及び制御部１によって画像処理され
た静止画や動画の画像データが、付随するデータと共に記録される。時計部９は、計時機
能を有し、また日時情報を出力する。撮影時には、この日時情報が画像データと共に記録
部４の記録媒体に記録される。
【００２２】
　水圧検知部５は、水圧を検知し、検知結果を画像処理及び制御部１に出力する。この検
知結果に基づいて、カメラ１０が水中に存在するか否かを判定することができる。なお、
水圧検知部５に代えて、水中での導電率の変化を利用して水中であることを検知する水中
検知部等を設けてもよい。
【００２３】
　スイッチ部６は、カメラ１０の外装に配置されたレリーズ釦６ａ（図２（ｅ）参照）、
電源釦６ｂ（図２（ｅ）参照）、再生釦、メニュー釦等のメカ的な各種操作部材であり、
スイッチ部６は、これらの操作部材に連動するスイッチ等の操作状態を判定し、この判定
結果を画像処理及び制御部１に出力する。
【００２４】
　加速度検知部７は、カメラ１０の内部に配置された加速度センサとそのドライバ等から
構成され、カメラ１０に加えられた振動を検出する。振動の検出結果は、画像処理及び制
御部１に出力され、除振動作に用いられる。また、水中でのコミュニケーションを図るた
めに、撮影者が意図的にカメラ１０を動かした際の動き（シェイク動作）の軌跡を検出す
る。また、加速度検知部５は、ユーザがカメラ１０を叩く（タップ）した際に瞬間的に発
生する加速度も検出可能である。このタップ操作に基づいて、カメラ１０は撮影者からの
指示を入力する。加速度検知部７の詳細な構成および作用については、図２を用いて後述
する。
【００２５】
　表示部８は、画像処理及び制御部１に接続されており、本体の背面等に配置された液晶
や有機ＥＬ等のモニタを有し、ライブビュー表示や、撮影時のレックビュー表示や、記録
部４に記録されている記録画像の表示や、メニュー画面等の制御画面を表示する。
【００２６】
　ストロボ３は、カメラ１０の本体正面の右上に配置された補助光源であり（図２（ｅ）
参照）、室内や水中等、光量が不足している環境の下で補助光によって露出を補う。水中
のように、赤い波長が減衰する環境では、ストロボ３を発光させて撮影を行うことにより
、本来の発色を引き出すことができる。
【００２７】
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　音波発信部１１は、音波発信制御部１ｂからの制御信号に従ったパターンで音波を外部
に出力する。ここで、音波発信部１１は、搬送波信号を生成する回路と、送信したい信号
（上述のパターンに応じた信号）を生成する回路と、搬送波と送信したい信号に基づいて
振幅変調波を生成する変調回路と、振幅変調波を増幅する送信アンプと、増幅された振幅
変調波で駆動される超音波トランスジューサ等のトランスジューサ等を有する。
【００２８】
　音波受信部１２は、外部から送信されてくる音波を受信し、電気信号に変換し、この変
換した音波信号を画像処理及び制御部１に出力する。音波受信部１２は、他のカメラ１０
から送信されてくる音波を受信し電気信号に変換する超音波トランスジューサ等のトラン
スジューサと、電気信号に変換された音波信号を増幅する受信アンプと、増幅された音波
信号を一定のレベルまで増幅するＡＬＣ機能を有するＡＬＣ回路と、ＡＬＣ回路からの信
号を検波する復調回路と、必要な周波数成分を通過させるフィルタ回路等を有する。
【００２９】
　なお、本実施形態において使用される音波は、水中通話機で利用できる８ＫＨｚを搬送
波としてもよく、また、超音波を使用する場合には、魚群探知機等で用いられる５０ＫＨ
ｚ程度でもよい。魚群探知機のように、反射を利用するものではないことから、出力は小
さくても十分であり、また指向性を狭くする必要もない。
【００３０】
　次に、加速度検知部７の構成およびその作用について、図２を用いて説明する。前述し
たように、加速度検知部７を構成する加速度センサの検知結果に基づいて、カメラ１０に
加えられた振動を検出すると共に、撮影者がシェイク動作を行ったか否か、および撮影者
がタップ操作を行ったか否か等の動作を判定する。ここでシェイク動作は、撮影者がカメ
ラ１０を左右に振るような動作をいう。また、タップ操作は、撮影者がカメラ１０の表面
を叩く操作であり、叩いた際にカメラ１０衝撃を与えるような動作をいう。さらに、撮像
部２の撮影レンズ２ａの光軸の方向に押し出すような動作を行ったか否かも、加速度セン
サの検知結果に基づいて判定する。
【００３１】
　加速度検知部７の加速度センサは、図２（ａ）に示すように、チップ表面の固定金属部
６２ａ、６２ｂと、架橋された金属部６１から構成されており、例えばＭＥＭＳプロセス
等によって製造される。金属部６１は、４つの基点６１ａとこの基点６１ａによって保持
されるＨ形状をした架橋部６１ｂと、固定金属部６２ａ、６２ｂとはす向かいに対向する
可動部６１ｃとから構成される。加速度センサは、可動部６１ｃと固定金属部６２ａ、６
２ｂで構成されるコンデンサの静電容量を検知する。
【００３２】
　カメラ１０に振動が印加され、またシェイク動作やタップ操作等がなされると、重力の
加わる方向が変化し、そのため可動部６１ｃがたわんで変化し、コンデンサの静電容量が
変化する。図２（ａ）中の矢印の方向に金属部６１が移動すると、コンデンサの静電容量
が変化することから、この変化量を求めることにより、矢印方向の加速度αを検知するこ
とができる。
【００３３】
　カメラ１０に振動等により力が印加され各方向に移動すると、加速度センサは、図２（
ｂ）（ｃ）に示すような信号を出力する。すなわち、時刻ｔ１にて、一方向に移動すると
、図２（ｂ）に示すように定常状態よりはプラス側にパルス状に信号が変化し、時刻ｔ２
にて、他方向に移動すると、図示するように定常状態よりはマイナス側にパルス状に信号
が変化する。また、先に他方向に移動すると、図２（ｃ）に示すように時刻ｔ３において
マイナス側にパルス状に信号が変化し、時刻ｔ４において一方向に移動すると、プラス側
にパルス状に信号が変化する。
【００３４】
　なお、図２（ｂ）および（ｃ）に図示した例は、タップ操作された場合の信号変化を示
している。シェイク動作がなされた場合の信号波形の周波数は、図２（ｂ）（ｃ）に示す
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信号波形よりも、低周波であり、またピーク値が低くなる。従って、信号波形の周波数お
よびピーク値の大きさに基づいて、シェイク動作がなされたか、タップ操作がなされたか
を判定することができる。
【００３５】
　このように、加速度αがプラスであるかマイナスであるかに基づいて、どちらの方向に
カメラ１０が動いたか、また信号波形の周波数やピーク値等に基づいて、シェイク動作さ
れたのか、タップ操作されたかが判定できる。また、本実施形態においては、上下方向に
動いたか、左右（Ｘ方向）に動いたか、前後方向（Ｚ方向）に動いたかを、検出できるよ
うするために、カメラ１０内に加速度センサを、図２（ｄ）に示すように、３つの方向に
沿ってそれぞれ配置している。
【００３６】
　図２（ｄ）は、カメラ１０の正面側からみた透視斜視図であり、加速度センサ１５０ｘ
、１５０ｙ、１５０ｚをカメラ１０の本体内の３か所に配置し、ＸＹＺ軸の３方向の加速
度（αｘ、αｙ、αｚ）を検出する例を示す。カメラ１０の内部には、加速度センサ１５
０ｘ、１５０ｙ、１５０ｚが配置されている。加速度センサ１５０ｘは、カメラ１０の上
部に幅方向（カメラの長手方向）の加速度αｘを検出する向きに配置されている。加速度
センサ１５０ｙは、上下方向の加速度αｙを検出する向きに配置されている。加速度セン
サ１５０ｚは、カメラ１０の厚さ方向（撮像部２の撮影レンズ２ａの光軸方向と同じ方向
）の加速度αｚを検出する向きに配置されている。
【００３７】
　また、本実施形態においては、図２（ｅ）に示すように、音波受信部１２を、カメラ１
０の正面側から見て、右側に配置している。すなわち、カメラ１０の本体の中央部には、
撮影レンズ２ａを配置し、その右側の本体内には音波受信部１２を、また左側の本体内に
は音波送信部１１を配置している。図２（ｄ）に示すように、通常、撮影者は右手２０Ｒ
によってカメラ１０の本体を把持することから、右手２０Ｒによって音波受信部１２が覆
われないようにするために、音波受信部１２を右側に配置している。右手２０Ｒによって
カメラ１０の本体を把持すると、音波送信部１１が右手２０Ｒによって覆われるが、音波
信号の送信時は、音波送信部１１を右手２０Ｒで覆わないように、右手２０Ｒの位置をず
らせばよい。
【００３８】
　次に、図３を用いて、本実施形態に係わるカメラを用いてダイバー同士がコミュニケー
ションを図る場合について説明する。水中でダイバー２０Ａは、図３（ａ）に示すように
、カメラ１０ａの表示部８ａを観察しており、水中撮影に集中している。なお、カメラ１
０ａおよび表示部８ａの構成は図１に示したカメラ１０および表示部８と同一である。一
方、ダイバー２０Ｂは、ダイバー２０Ａの友人またはインストラクターであり、別の場所
に移動しようとして、ダイバー２０Ａに合図を送っている。
【００３９】
　ダイバー２０Ｂが合図を送った場合に、ダイバー２０Ａが気付かないまま移動すると、
水の濁り具合等によっては、お互いを見失ってしまい事故を招くおそれがある。そこで、
本実施形態においては、ダイバー２０Ｂが有するカメラ１０ｂ（図１のカメラ１０と同一
）を、図３（ａ）に示すように振ると、ダイバー２０Ａのカメラ１０ａの表示部８ａに表
示を行うようにしている。
【００４０】
　すなわち、ダイバー２０Ｂがカメラ１０ｂを振って合図すると（シェイク動作）、カメ
ラ１０ｂ内の加速度検知部７がこの動作を検知し、画像処理部及び制御部１から音波発信
部１１に対して、音波を送信させる。音波の送信にあたっては、シェイク動作の速さ等、
シェイク動作のパターンを判定し、この判定結果に基づいて、音波の送信パターンを変更
する。
【００４１】
　この音波は、ダイバー２０Ａの有するカメラ１０ａの音波受信部１２によって受信され
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、表示制御部１ａによって送信パターン等が解析され、この解析結果に基づいて表示部８
に表示が行われる。表示部８における表示としては、撮像部２からの画像データに基づく
ライブビュー表示画像８ａ上に、上述の音波の送信パターンに応じて、図８（ｂ）に示す
ように「注目」８ｂや、図８（ｃ）に示すような「集合」８ｃ等の文字表示を行う。
【００４２】
　例えば、ダイバー２０Ｂの方に注目してもらいたい場合に、ダイバー２０Ｂがゆっくり
カメラ１０ｂを振ると、加速度検知部７の検知結果に基づいて動きを検知し、音波発信部
１１はパターン２の音波を送信し、これを受信したカメラ１０ａは「注目」８ｂを表示部
８に表示する。また、ダイバー２０Ｂがダイバー２０Ａに対して集合の合図を送る場合に
、カメラ１０ｂを速く振ると、音波発信部１１はパターン１の音波を送信し、これを受信
したカメラ１０ａは「集合」８ｃを表示部８に表示する。
【００４３】
　また、水中では、表示部８に表示される文字が見え難い場合があることから、撮影者が
タップ操作等を行うことにより、図３（ｄ）に示すように、「集合」８ｄ等の文字を拡大
表示する。
【００４４】
　次に、本実施形態における動作を、図４に示すカメラ制御のフローチャートを用いて説
明する。このフローチャートは、カメラ１０の不図示のフラッシュＲＯＭ等の記憶部に記
憶されているプログラムに従って画像処理及び制御部１が実行する。
【００４５】
　カメラ制御のフローでは、まず、電源がオンか否かの判定を行う（Ｓ１１）。ここでは
、パワーオフ状態で電源釦６ｂが操作されたか否かが判定される。この判定の結果、電源
オンでなかった場合には、カメラ制御のフローを終了する。なお、カメラ制御のフローを
終了しても、所定時間間隔で電源釦が操作されたか否かを判定し、電源釦が操作された場
合には、ステップＳ１１から次のステップＳ１３に移行する。
【００４６】
　ステップＳ１１における判定の結果、電源オンの場合には、次に、撮影モードか否かの
判定を行う（Ｓ１３）。本実施形態においては、撮影モードがデフォルト値として設定さ
れているので、モード変更がなされていない限り、撮影モードが設定されている。この判
定の結果、撮影モードであった場合には、次に、ライブビュー表示を行う（Ｓ１５）。こ
こでは、撮像部２から出力される画像データを、画像処理及び制御部１によって画像処理
を行った後、被写体像を表示部８でライブビュー表示する。
【００４７】
　ライブビュー表示を行うと、次に、水中か否かの判定を行う（Ｓ１７）。ここでは、水
圧検知部５の検出結果に基づいて、水中に有るか否かの判定を行う。この判定の結果、水
中にある場合には、次に、音波受信部１２をオンとする（Ｓ１９）。ここでは、音波受信
部１２に電源を入れ、イネーブル状態にする。これによって、例えば、仲間のダイバーや
インストラクター等から音波で情報が送信されてきた場合には、受信可能となる。なお、
音波受信部１２が受信可能状態となるのは、撮像部２に電源が投入されている場合であり
、撮像部２に電源が投入されていない場合には、音波受信部１２はイネーブル状態とはな
らない。撮像部２に電源が未投入状態で音波受信部１２をオン状態とすると、エネルギが
浪費されてしまうからであり、本実施形態においては省エネルギを図っている。
【００４８】
　音波受信部１２をオンとすると、次に、音波を受信したか否かの判定を行う（Ｓ２１）
。この判定の結果、音波を受信した場合には、次に、受信パターンに応じてライブビュー
画像に合成を行う（Ｓ２３）。ここでは、表示制御部１ａによって音波のパターンを解析
し、この解析結果に基づいて、例えば、音波パターン１であれば図３（ｂ）に示すような
、「集合」８ｂの文字の画像を生成し、音波パターン２であれば図３（ｃ）に示すような
「注目」８ｃ等の文字の画像を生成する。そして、この生成した文字等の画像を、ライブ
ビュー表示画像８ａに重畳するように合成し、この合成した画像を表示部８に表示する。
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【００４９】
　ステップＳ２３において合成画像を表示すると、またはステップＳ２１における判定の
結果、音波を受信していなかった場合には、次に、タップ操作がなされたか否かの判定を
行う（Ｓ２５）。図３（ｄ）を用いて説明したように、水中で文字が小さく読み難い場合
には、ダイバー２０Ａはタップ操作を行う。そこで、このステップでは、加速度検知部７
によって検知された加速度に基づいて、タップ操作がなされたか否かの判定を行う。
【００５０】
　ステップＳ２５における判定の結果、タップ操作があった場合には、次に、拡大表示中
であるか否かの判定を行う（Ｓ２７）。ここでは、音波を解析した結果、表示している文
字が、図３（ｄ）に示すように拡大状態であるか否かの判定を行う。この判定の結果、現
在拡大表示中でなければ、次に拡大表示を行う（Ｓ３１）。ここでは、音波を解析した結
果、表示する文字を図３（ｄ）に示すように拡大し、この拡大した画像をライブビュー画
像に重畳して表示する。
【００５１】
　一方、ステップＳ２７における判定の結果、拡大表示中であった場合には、縮小表示を
行う（Ｓ２９）。ここでは、拡大した文字のサイズを元のサイズに戻し、この文字の画像
をライブビュー画像に重畳して表示する。
【００５２】
　ステップＳ２９において縮小表示、またはステップＳ３１において拡大表示を行うと、
またはステップＳ２５における判定の結果、タップ操作がなされていない場合には、次に
、シェイク動作が行われたか否かの判定を行う（Ｓ３３）。シェイク動作は、前述したよ
うに、撮影者（ダイバー２０Ｂ）がカメラ１０ｂを左右に振る動作である。ステップＳ３
３においては、加速度検知部７によって検知された加速度に基づいて、シェイク動作がな
されたか否かの判定を行う。
【００５３】
　ステップＳ３３における判定の結果、シェイク動作が行われた場合には、次に、左右に
カメラ１０ｂをフル動作が、秒１回以上であるか否かの判定を行う（Ｓ３５）。本実施形
態においては、音波を用いて、２種類の言葉、すなわち、「注目」と「集合」を送信する
が、シェイク動作の速度に応じて、送信する言葉を変更している。このステップでは、秒
１回以上の速度でカメラ１０を振っているか否かの判定を行っている。なお、判定値は本
実施形態のように、秒１回に限られず、他の値でもよいが、撮影者がシェイク動作を行う
際に速いか遅いかを区別できる程度の値であればよい。
【００５４】
　ステップＳ３５における判定の結果、秒１回以上のシェイク動作であった場合には、音
波パターン１を送信する（Ｓ３７）。ここでは、音波発信制御部１ｂによって音波パター
ン１のパターンで音波発信部１１に音波発信を行わせる。また、ステップＳ３５における
判定の結果、秒１回未満のシェイク動作であった場合には、音波パターン２を送信する（
Ｓ３９）。ここでは、音波発信制御部１ｂによって音波パターン２のパターンで音波発信
部１１に音波発信を行わせる。
【００５５】
　ステップＳ３３における判定の結果、シェイク動作が行われていなかった場合には、次
に、レリーズか否かの判定を行う（Ｓ４１）。ここでは、レリーズ釦６ａが操作されたか
否かを判定する。この判定の結果、レリーズでなかった場合には、ステップＳ１１に戻る
。一方、レリーズであった場合には、撮影および記録を行う（Ｓ４３）。ここでは、撮像
部２から出力される画像データを画像処理した後、記録部４に記録する。画像データの記
録を行うとステップＳ１１に戻る。
【００５６】
　ステップＳ１３における判定の結果、撮影モードでなかった場合には、次に、再生モー
ドであるか否かを判定する（Ｓ４５）。ここでは、スイッチ部６の再生釦が操作されたか
否かの判定を行う。この判定の結果、再生モードでなかった場合には、ステップＳ１１に
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戻る。
【００５７】
　一方、ステップＳ４５における判定の結果、再生モードであった場合には、次に、撮影
画像の再生を行う（Ｓ４７）。ここでは、指定された画像の画像データを記録部４から読
み出し、表示部８に再生表示する。この再生表示を行うと、ステップＳ１１に戻る。
【００５８】
　以上、説明したように、本発明の第１実施形態においては、ライブビュー表示を行う表
示部に、音波受信部における受信結果に基づく表示を重畳して表示するようにしている。
このため、水中で撮影者が被写体に集中していても、簡単に分かりやすく情報伝達を行う
ことが可能である。
【００５９】
　また、本実施形態においては、加速度検知部を有し、この検出結果に基づいて音波のパ
ターンを変更して発信している。このため、２種類以上の情報を送信することができ、コ
ミュニケーションを円滑に図ることができる。
【００６０】
　さらに、本実施形態においては、加速度検知部によって検出された加速度に基づいて、
タップ操作がなされたか否かを判定し、タップ操作がなされた場合には、受信結果に応じ
て行う表示（「注目」「集合」の文字等）を拡大するようにしている。このため、水中で
文字が小さく読み難い場合に拡大して確実に読み取ることができる。
【００６１】
　なお、本実施形態においては、カメラ１０ｂを左右に振り、この動きを検知した場合に
、音波を送信するようにしたが、左右に振る以外の動作、例えば、回転動作等、他の動作
を検知するようにしても勿論かまわない。
【００６２】
　また、本実施形態においては、パターン１、パターン２に対応して、「注目」「集合」
の文字を表示していたが、これ以外の文字でもよく、また、記号や絵記号等の表示でもよ
い。画像処理及び制御部１と接続するように発音部を設け、パターンによって異なる音声
を発生するように制御してもよい。さらに、発音部と共に、または発音部の代わりに振動
部材を設け、カメラ１０の本体を振動させるようにしてもよい。すなわち、パターン１や
パターン２等の情報を受信した際に、これらのパターンに応じた振動によって撮影者に告
知するようにしてもよい。また、ステップＳ２５において、タップ操作を検知した場合に
、拡大表示を行ったが、これに限らず、タップ操作以外の操作、例えば、ボタン操作でも
よい。
【００６３】
　次に、本発明の第２実施形態について図５ないし図７を用いて説明する。第１実施形態
においては、撮影者が予め決められた動作を行うと、この動きをカメラ１０が検出し、予
め決められたパターンの音波を送信するようにしていた。このため、予め決められた動作
によって決まる情報のみしか伝達することができない。これに対して、第２実施形態にお
いては、カメラ１０を用いて文字を書くように動かすことにより、この動きに基づいて文
字を別のカメラ１０に送信するようにしている。
【００６４】
　本実施形態におけるカメラ１０の電気的構成は、第１実施形態に係わる図１および図２
に示したブロック図と同様であるので、詳しい説明は省略する。ただし、本実施形態にお
いては、図示しない記憶部に文字のパターンを解析するための文字パターン情報が記憶さ
れている。
【００６５】
　図５（ａ）は、ダイバー２０Ｂがカメラ１０ｂを持ちながら、文字「Ａ」を水中で描い
ている様子を示している。このときのカメラ１０ｂの動きをカメラ１０ｂ内の加速度検知
部７によって検出し、この動きから文字「Ａ」が描かれたことを判定すると、音波発信部
１１は文字「Ａ」に対応するパターンの音波を、ダイバー２０Ａが持つカメラ１０ａに送
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信する。カメラ１０ａは、文字「Ａ」に対応するパターンの音波を受信すると、これを解
析し、図５（ｂ）に示すように、ライブビュー画像に「Ａ」を重畳して表示する。
【００６６】
　なお、カメラ１０ｂを用いて水中で文字を描く場合に、その軌跡の内、一部分が文字を
構成し、他の部分は文字を構成しない。例えば、文字「Ａ」を描く場合には、図５（ａ）
の破線部分の軌跡は、文字の部分ではない。そこで、本実施形態において、ダイバー２０
Ｂが文字を構成する部分を動かす場合には、図５（ｃ）に示すようにレリーズ釦６ａを押
しながらカメラ１０を動かし、文字を構成しない部分では図５（ｄ）に示すようにレリー
ズ釦６ａを押さない状態で動かすようにする。また、１文字を描くと、１文字分の動きが
終了したことを他のカメラ１０に伝達するために、カメラ１０を前方に、言い換えると撮
影レンズ２ａの光軸方向に押し出すように動かすことにしている。
【００６７】
　次に、本実施形態における動作を図６および図７に示すフローチャートを用いて説明す
る。図７に示すカメラ制御のフローは、図４に示したカメラ制御のフローにステップＳ５
１およびＳ５３を追加したものであり、ステップＳ１３に続くステップＳ１５以下は記載
を省略してある。
【００６８】
　カメラ制御のフローに入り、電源がオンか否かを判定し（Ｓ１１）、この判定の結果、
電源がオンであった場合には、次に、撮影モードか否かを判定する（Ｓ１３）。この判定
の結果、撮影モードでなかった場合には、次に、再生モードか否かを判定する（Ｓ４５）
。この判定の結果、再生モードでなかった場合には、次に、文字発信モードであるか否か
を判定する（Ｓ５１）。文字発信モードは、図示しないメニュー画面において、選択でき
るモードであり、このステップにおいては、文字発信モードが選択されたか否かを判定す
る。
【００６９】
　ステップＳ５１における判定の結果、文字発信モードが選択されていない場合には、ス
テップＳ１１に戻る。一方、文字発信モードが選択されていた場合には、文字発信を行う
（Ｓ５３）。ここでは、図５（ａ）を用いて説明したように、撮影者がカメラ１０を水中
（または空中）において文字を描くように動かし、この動きを検出して文字を判定する。
そして、判定した文字に応じたパターンの音波を他のカメラ１０に送信する。ステップＳ
５３の文字発信の詳しいフローについては、図７を用いて説明する。文字発信のサブルー
チンを実行すると、ステップＳ１１に戻る。
【００７０】
　次に、ステップＳ５３の文字発信のフローについて、図７を用いて説明する。文字発信
のフローに入ると、まず、レリーズスイッチがオンか否かの判定を行う（Ｓ６１）。ここ
では、レリーズ釦６ａに連動するレリーズスイッチがオンか否かを判定する。この判定の
結果、レリーズスイッチがオンであった場合には、次に、軌跡判定を行う（Ｓ６３）。前
述したように、撮影者がレリーズ釦６ａを押しながらカメラ１０を動かしている場合には
、文字の部分を描いており、このステップでは、音波発信制御部１ｂが加速度検知部７か
らの検知信号に基づいて、この文字の部分の軌跡を判定する。
【００７１】
　軌跡判定を行うと、次に、所定時間、ここではレリーズスイッチがオンしてから５秒が
経過したか否かを判定する（Ｓ６５）。１文字を描くのに５秒程度あれば描けることから
、ここでは１文字を描くに必要な時間が経過したか否かを判定する。なお、５秒は例示で
あり、これより長くても短くてもよい。この判定の結果、所定時間が経過していなかった
場合にはステップＳ６１に戻る。
【００７２】
　一方、ステップＳ６５における判定の結果、所定時間が経過した場合には、次に、１文
字入力リセットを行う（Ｓ６７）。ステップＳ６５における判定の結果、所定時間を経過
したことから、文字入力が行わなかったものとみなして、入力をリセットし、元のフロー
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に戻る。
【００７３】
　ステップＳ６１における判定の結果、レリーズスイッチがオンでなかった場合には、次
に、光軸方向に加速度があるか否かの判定を行う（Ｓ７１）。前述したように、１文字の
入力を終えると、カメラ１０を押しだすので、このステップでは、撮影レンズ２ａの光軸
方向に加速度があるか否かを判定する。
【００７４】
　ステップＳ７１における判定の結果、光軸方向に加速度が有る場合には、次に、文字判
定が可能であるか否かの判定を行う（Ｓ７３）。ここでは、加速度検知部７によって検知
された軌跡に基づいて、図示しない記憶部に記憶された文字パターン情報の中から一致す
る軌跡を検索し、一致する文字パターン情報がある場合に、文字判定可と判定する。
【００７５】
　ステップＳ７３における判定の結果、文字判定可であった場合には、次に文字に応じた
音波を送信する（Ｓ７５）。ここでは、音波発信制御部１ｂが、音波発信部１１に対して
、判定された文字に対応する音波のパターンを送信させる。一方、ステップＳ７３におけ
る判定の結果、文字判定が不可であった場合には、警告を行う（Ｓ７７）。ここでは、カ
メラ１０の動きから文字が読み取れなかったことから、このことを表示部８に警告表示す
る。ステップＳ７５またはＳ７７における処理を行うと、元のフローに戻る。
【００７６】
　ステップＳ７１における判定の結果、光軸方向に加速度がなかった場合には、レリーズ
スイッチがオフしてから所定時間、ここでは５秒が経過したか否かを判定する（Ｓ８１）
。撮影者がカメラ１０で１文字分の軌跡を描くとレリーズ釦６ａから手を離してカメラ１
０を前に押し出す。このステップでは、レリーズ釦６ａから手を離してから、カメラ１０
を前に押し出すことなく、所定時間が経過したか否かの判定を行う。なお、５秒は例示で
あり、これより長くても短くてもよい。この判定の結果、所定時間が経過していなかった
場合にはステップＳ６１に戻る。
【００７７】
　ステップＳ８１における判定の結果、所定時間が経過すると、次に、１文字入力のリセ
ットを行う（Ｓ８３）。ステップＳ８１における判定の結果、所定時間を経過したことか
ら、文字入力を行わなかったものとみなして、入力をリセットし、元のフローに戻る。
【００７８】
　なお、ステップＳ７５において、別のカメラ１０に文字に応じた音波を送信すると、別
のカメラ１０では、ステップＳ２３（図４参照）において、受信した音波のパターンに応
じてライブビュー画像に表示合成を行う。ここでは、すなわち、音波のパターンから送信
してきた文字を解析し、この解析した文字をライブビュー画像に重畳して表示する。文字
を送信する場合には、１文字に限らず、複数の文字を送信し、コミュニケーションを図る
ことから、１文字を表示したら直ちに消去することなく、音波を受信するたびに、文字を
追加し、複数文字を表示する。１連の文字を入力した場合のカメラ１０の終了動作を、予
め決めておけばよい。
【００７９】
　このように本発明の第２実施形態においては、加速度検知部７によって検出された加速
度に基づいて、カメラ１０の動きに基づく文字を判定し、この文字に対応する音波のパタ
ーンを音波発信部１１に送信させている。このため、文字の組み合わせにより、任意の情
報を送信することができ、コミュニケーションを円滑に図ることができる。
【００８０】
　また、本発明の第２実施形態においては、レリーズ釦６ａを押しながらカメラ１０を動
かした場合のみ、文字判定を行うようにしている。このため、文字判定するにあたって文
字の認識率を向上させることができる。
【００８１】
　次に、本発明の第３実施形態について図８及び図９を用いて説明する。第１および第２
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実施形態においては、いずれもカメラ１０の本体内に音波送信部１１および音波受信部１
２を配置していた。しかし、音波での通信は水中で主として行うことから、カメラ１０の
本体に常に設けておかなくてもよい。そこで、第３実施形態においては、防水プロテクタ
等、カメラ１０を収納する装置に、音波送信部および音波受信部を備えるようにしている
。
【００８２】
　本実施形態におけるカメラ１０は、図９（ａ）に示すように、防水プロテクタ３０内に
収納可能である。カメラ１０の上部には、通信接点を有するアダプタ１３が設けられてい
る。また、防水プロテクタ３０は水密構造を有しており、カメラ１０を内部に収納した状
態では、外部より水が内部に侵入することはない。
【００８３】
　防水プロテクタ３０は透明な筺体であり、その内部にはアダプタ１３と嵌合し接点が接
続可能な通信部２９のコネクタが配置されている。また、防水プロテクタ３０の内部であ
って、右前側には音波受信部１２が配置され、また左前側には音波送信部１１が配置され
ている。
【００８４】
　また、防水プロテクタ３０の内部であって背面側には、図９（ｂ）に示すように、回路
基板３７が配置されている。回路基板３７は、水圧検知部３５、通信部２９等の各回路ブ
ロックの回路が搭載された基板である。なお、回路基板３７は、カメラ１０の背面側以外
にも、空いている空間であれば、これ以外の場所でもよい。
【００８５】
　防水プロテクタ３０の外部であって背面側には、表示及びタッチパネル部３８が配置さ
れている。この表示及びタッチパネル部３８は水密構造である。表示及びタッチパネル３
８のタッチパネル部は、いわゆる光検出方式であり、タッチパネルから投射した光の反射
光を検出することにより、指等がタッチしたか否かの判定が可能である。表示及びタッチ
パネル部３８は防水プロテクタ３０の外部に配置することから、大型の表示パネルを配置
することが可能となる。
【００８６】
　図８に本実施形態の主として電気的構成を示す。カメラ１０は、第１及び第２実施形態
と略同様であるが、音波発信部１１、音波受信部１２および水圧検知部５は、防水プロテ
クタ３０内に設けることから、カメラ１０内には設けていない。また、防水プロテクタ３
０内の各ブロックと通信を行うために、通信部１９を設けてある。
【００８７】
　防水プロテクタ３０内には、前述の通信部１９と通信を行うための通信部２９が設けら
れている。この通信部２９は、前述のアダプタ１３を介して通信接点が接続される。また
、第１実施形態における水圧検知部５と同様の構成を有する水圧検知部３５が設けられて
おり、通信部１９、２９を介して、検知した水圧を画像処理及び制御部１に送信する。
【００８８】
　また、防水プロテクタ３０内には、第１実施形態と同様の構成を有する音波発信部３１
が設けられており、通信部１９、２９を介して音波発信制御部１ｂによって制御され、音
波を発信する。また、音波受信部３２が設けられており、音波を電気信号に変換し、通信
部１９、２９を介して、画像処理及び制御部１に出力する。表示制御部１ａは入力した音
波信号に基づいて、表示用の画像を生成し、通信部１９、２９を介して、表示部３８に出
力する。
【００８９】
　本実施形態においては、図４に示したフローチャートまたは図６及び図７に示したフロ
ーチャートのいずれも実行することができる。すなわち、音波による通信機能を防水プロ
テクタ３０に配置し、通信部１９、２９を介してカメラ１０と通信しながら、第１及び第
２実施形態と同様の動作を実行することができる。
【００９０】
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　このように第３実施形態においては、防水プロテクタ３０に音波発信部３１と音波受信
部３２を配置し、水中にある際には、音波を用いて通信を行うことができる。このため、
カメラ１０を小型化することが可能である。
【００９１】
　なお、本実施形態においては、表示部３８は防水プロテクタ３０に配置したが、防水プ
ロテクタ３０には表示部を設けず、カメラ１０の表示部８を水中でも使用するようにして
もよい。また、本実施形態においては、カメラ１０内の画像処理及び制御部１が、防水プ
ロテクタ３０内の各部材を制御したが、防水プロテクタ３０内にも制御部を設け、この制
御部によって、水中におけるコミュニケーションを図れるように通信を行うようにしても
よい。
【００９２】
　以上説明したように、本発明の各実施形態においては、音波受信部１１によって変換さ
れた音波信号に基づいて、「注目」の文字等の表示画像を、被写体像と合成して表示部８
に表示するようにしている。このため、水中撮影に集中している撮影者であってもこの表
示画像に気付くことから、水中で撮影者が被写体に集中していても、簡単に分かりやすく
情報伝達を行うことが可能である。
【００９３】
　また、本発明の各実施形態においては、カメラ１０に搭載された加速度検知部７によっ
て、カメラ１０の動きを検知し、この検知結果に基づいて発信する信号のパターンを変更
するようにしている。このため、水中における特別な入力装置を設けなくても、情報を入
力することができる。なお、本実施形態においては、音波を使用して送信したが、特別な
入力装置を設ける必要がないという観点では、音波に限らず、無線等、他の方法を採用し
てもよい。
【００９４】
　なお、本発明の各実施形態においては、撮像装置として、デジタルカメラを用いて説明
したが、カメラとしては、デジタル一眼レフカメラでもコンパクトデジタルカメラでもよ
く、ビデオカメラ、ムービーカメラのような動画用のカメラでもよく、さらに、携帯電話
や携帯情報端末（ＰＤＡ：Personal Digital Assist）、ゲーム機器等に内蔵されるカメ
ラでも構わない。いずれにしても、水中における撮影が可能な機器であれば、本発明を適
用することができる。
【００９５】
　本発明は、上記実施形態にそのまま限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を
逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されてい
る複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形
態に示される全構成要素の幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態
にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００９６】
１・・・画像処理及び制御部、１ａ・・・表示制御部、１ｂ・・・音波発信制御部、２・
・・撮像部、２ａ・・・撮影レンズ、３・・・ストロボ、４・・・記録部、５・・・水圧
検知部、６・・・スイッチ部、６ａ・・・レリーズ釦、６ｂ・・・電源釦、７・・・加速
度検知部、８・・・表示部、８ａ・・・表示部、９・・・時計部、１０・・・カメラ、１
０ａ・・・カメラ、１０ｂ・・・カメラ、１１・・・音波発振部、１２・・・音波受信部
、１３・・・アダプタ、１９・・・通信部、２０Ａ・・・ダイバー、２０Ｂ・・・ダイバ
ー、２０Ｒ・・・右手、３０・・・防水プロテクタ、３１・・・音波発信部、３２・・・
音波受信部、３５・・・水圧検知部、３７・・・回路基板、３８・・・表示及びタッチパ
ネル部、３９・・・通信部、６１・・・金属部、６１ａ・・・基点、６１ｂ・・・架橋部
、６１ｃ・・・可動部、６２ａ・・・固定金属部、６２ｂ・・・固定金属部、１５０ｘ～
１５０ｚ・・・加速度センサ
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